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 募 集 概 要  

１ 開講科目および募集人員 

令和３年度「聴講生」開講科目等一覧を参照のこと。 

聴講できる単位数は、学期につき１０単位以内とします。  

２ 在学期間 

聴講を許可された当該年度内とします。  

３ 出願資格 

次のいずれかに該当する人及び令和３年３月３１日までに該当する見込みの人 

（１）学校教育法に定める高等学校又は中等教育学校を卒業した人 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した人 

（３）学校教育法施行規則第１５０条（下記参照）の規定により、高等学校を卒業した人と

同等以上の学力があると認められた人（同条第７号により出願する人は令和３年１月

１９日（火）までに本学総務学生課教務担当へ相談してください）。 

※上記（１）～（３）に該当しない人は、事前に相談してください。 

学校教育法施行規則第１５０条

第百五十条  学校教育法第九十条第一項の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の  

学力があると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一  外国において学校教育における十二年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定し  

たもの

二  文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修  

了した者

三  専修学校の高等課程（修業年限が三年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに 

限る。）で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者

四  文部科学大臣の指定した者

五  高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者（旧規程による大学入学資 

格検定（以下「旧検定」という。）に合格した者を含む。）

六  学校教育法第九十条第二項の規定により大学に入学した者であつて、当該者をその後に入学させる大学に 

おいて、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めたもの

七  大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、

十八歳に達したもの

４ 選考方法 

入学者の選考は、書類審査により行います。 

５ 出願手続 

（１）出願期間  令和３年１月１４日（木）～１月２６日（火）＜消印有効＞ 

（２）出願方法 

志願者は、出願書類を一括し、角形２号の封筒に「聴講願在中」と朱書きし、上記（１）

の期間内に郵便（必ず書留速達）により送付してください（持参による出願の受付は



行いません）。

※修学上、特別な身体上の配慮を必要とする人は、令和２年１月１９日（火）までに本

学総務学生課教務担当（電話 044-587-3502）へ相談してください。 

（３）出願書類等の送付先   〒212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉４丁目３０番１号 

川崎市立看護短期大学事務局総務学生課教務担当 

６ 出願書類等 

（１）聴講願

（２）聴講希望理由書 

（３）履歴書 

（４）高等学校又は中等教育学校卒業（または卒業見込み）証明書 

※高等学校卒業程度認定試験（大学入学資格検定）合格者等は、その資格に関する証明

書を提出してください。 

（５）受付票 

（６）受付票等送付用封筒（長形３号または長形４号の封筒に返信先を記入し、８４円分の

切手を貼り付けてください。） 

（７）入学選考料 ９，８００円 

※必ず郵便普通為替により納付してください。なお、為替には住所、氏名等何も記入し

ないでください。 

７ 出願時の注意事項等

（１）出願書類等に不備がある場合は、受理しません。 

（２）出願書類に虚偽の記載があった場合は、入学許可を取り消すことがあります。 

（３）入学選考料および出願書類は、いかなる理由があっても返還しません。 

（４）出願した書類の情報は、本学の聴講生選考以外には使用しません。 

８ 合否通知 

（１）合格者へは２月２４日（水）頃に「合格通知書」及び入学手続に要する書類を簡易書

留速達郵便で発送します。不合格者へは「不合格通知書」を発送します。 

（２）新型コロナウイルス感染症対策のため、本学玄関への選考結果の掲示は行いません。

（３）電話その他による問合わせには一切応じません。



 入 学 手 続 等  

１ 手続期日  令和２年３月１１日（木） 

２ 手続方法  所定の書類及び入学料を、３月１１日（木）必着で郵送してください。

３ 手続に必要な書類等 

（１）誓約書

（２）写真２枚（縦３㎝×横 2.7 ㎝。裏面に氏名を記入してください。）

（３）卒業証明書（出願時高等学校等卒業見込み者のみ） 

（４）入学料（必ず郵便普通為替により納付し、為替には住所・氏名等何も記入しないでく 

ださい） 

ア 川崎市の住民  １４，１００円 

イ その他の者   ２８，２００円 

※「川崎市の住民」とは、本人又はその配偶者若しくは本人からみて１親等である親

族のいずれかが令和２年４月１日以前から引き続き川崎市内に住所を有する人を

いいます。 

（５）住民票等の「川崎市の住民」であることの証明書 

川崎市の住民に該当する人のみ、本人又はその配偶者若しくは本人からみて１親等

である親族のいずれかが令和２年４月１日以前から引き続き川崎市内に住所を有す

ることを証明するものを提出してください。 

４ 手続に必要な書類等の送付先 

〒212-0054 神奈川県川崎市幸区小倉４丁目３０番１号 

川崎市立看護短期大学事務局総務学生課教務担当 

電話 044-587-3502 

５ その他 

（１）提出書類等に不備がある場合は、受理しません。 

（２）入学料および提出書類は、いかなる理由があっても返還しません。 

（３）入学料は、改定する場合があります。 

（４）期日までに入学手続を行わなかった人は入学辞退とみなします。 

※郵送に要する日数を十分考慮して発送してください。 

６ 入学後の必要経費等 

（１）授業料は、１単位につき１４，８００円です。（本学が発行する納入通知書により４月

末日までに納付してください。）

※ 授業料は、改定する場合があります。  

（２）その他、テキスト代・実習着等の費用が必要ですが、詳細については入学後お知らせ

します。 



（３）新型コロナウイルス感染症の流行状況を鑑み、本学においても授業によっては一部ま

たは全部の内容をＬＭＳ（Learning Management system：インターネット接続とＰＣを

使用した統合教育システム）を利用したビデオ配信やリアルタイム配信で行う予定です。

また、課題提出や科目アンケート、本学からの通知等も同システムを利用し、仮に休校

措置等で登校ができなくなっても、学修活動を継続していく予定です。このため、入学

される方は、以下のものをご用意ください。 

 ・常時接続のインターネット環境 

 ・授業視聴や課題実行ができる個人用のＰＣ（パソコン） 

必要なＰＣの性能などの詳細については、令和３年２月頃に本学Ｗｅｂサイトに掲載

する予定です。



科　目　名 単位数 開講時期 募集人員 聴講条件等

看護と研究 1 後期 若干名 特になし

公衆衛生学 2 後期 若干名 特になし

看護管理 2 前期 若干名 特になし

精神看護学概論 2 後期 若干名 特になし

精神看護方法Ⅰ（精神障害と看護） 1 前期 若干名 特になし

小児看護学概論 2 前期 若干名 特になし

健康体力科学 1 前期 若干名 対面授業の場合のみ、若干名、受け入れます。

論理的思考の基礎 1 前期 若干名 特になし

英会話 1 前期 若干名 参加してもらえるとよいです

人間発達論 1 前期 若干名 特になし

生活と人間工学 1 前期 若干名 特になし

芸術　音楽 1 前期 若干名 特になし

人体構造機能学Ⅰ（人体の構造） 2 前期 若干名 特になし

人体構造機能学II（人体の機能） 2 前期 若干名 特になし

栄養と代謝 1 前期 若干名 定期試験の受験

医療英語 1 後期 若干名 特になし

歴史と人間 1 後期 若干名 特になし

芸術　美術 1 後期 若干名 特になし

臨床検査学 1 後期 若干名 特になし

臨床薬理学 1 後期 若干名 特になし

生命倫理学 2 後期 若干名 特になし

社会福祉学 1 後期 若干名 特になし

医療関係法規 2 後期 若干名 特になし

令和３年度「聴講生」開講科目等一覧



聴 講 願 
令和  年  月  日 

（あて先）川崎市立看護短期大学長 

住所 

                    氏名            印 

私は、次の授業科目を聴講したいので、聴講生として入学を許可してください
ますようお願いします。 

聴講希望科目 

前期・後期 科 目 名 単位数

合 計 単 位 数  

（添付書類） 

聴講希望理由書（１科目１枚） 

履歴書 

高等学校又は中等教育学校卒業（見込み）証明書等 



聴講希望理由書 
№   

科 目 名 氏 名 

希 望 理 由 


